
特定事業所加算届出 提出期限フローチャート 
令和８年４月から 

特定事業所加算を算定する 

サービスがある 

はい いいえ 

令和７年度も 
特定事業所加算を算定していた 

サービスがある 
はい 

届出不要 

いいえ 

算定開始の３か月前の末日 

までに体制要件確認申込書の提出が必要 

 

令和７年４月 
～令和８年２月の 

実績に基づいて算定する 

はい いいえ 

令和８年１月 
～令和８年３月の 

実績に基づいて算定する 

令和８年３月３１日 

提出期限 

はい 

令和８年４月１５日 

提出期限 

新たに特定事業所加算を算定しようとする事業所は算定

開始の前々月の末日までに体制要件を満たしていること

の確認が必要です。 
既に R８.４・R８.５算定開始の新規申し込みは終了し

ています。 
体制要件確認申込書を提出 

（3 ヶ月前の末日） 
↓ 

体制要件確認書類を郵送 

（前々月 10 日まで） 
↓ 

体制要件の確認（前々月の末日まで） 
↓ 

人材要件・重度障害者要件を確認 
↓ 

届出書提出（前月 15 日期限） 


